
◎
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外

公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
九
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
二
年
三
月
一
〇
日
・
衆
議
院
外
務
委
員
会
）

○
岡
田
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
在
外
公
館
の
名
称
及

び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

改
正
の
第
一
は
、
本
年
一
月
一
日
に
実
館
化
さ
れ
た
在
ベ
ナ
ン
日
本
国

大
使
館
の
位
置
を
改
正
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

改
正
の
第
二
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
に
あ
る
在
コ
タ
キ
ナ
バ
ル
日
本
国
総
領

事
館
の
廃
止
を
行
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

改
正
の
第
三
は
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手

当
の
基
準
額
を
改
定
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

改
正
の
第
四
は
、
外
務
公
務
員
の
研
修
員
手
当
の
号
を
追
加
す
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
改
正
内
容
の
う
ち
、
在
勤
基
本
手
当
の
基
準
額
の
改
定
に
つ
い

て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
案
と
一
致
さ
せ
て
行
う
た
め
、
四
月
一
日

か
ら
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
御
審
議
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
外
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
一
六
日
）

○
鈴
木
宗
男
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
在
外
公
館
の
名
称
及
び

位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
外
務
委
員
会
に
お
け
る
審

査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
在
ベ
ナ
ン
日
本
国
大
使
館
の
位
置
を
憲
法
上
の
首
都
で
あ
る

ポ
ル
ト
ノ
ボ
か
ら
事
実
上
の
首
都
で
あ
る
コ
ト
ヌ
へ
改
正
す
る
こ
と
、

第
二
に
、
マ
レ
ー
シ
ア
に
あ
る
在
コ
タ
キ
ナ
バ
ル
日
本
国
総
領
事
館
を

廃
止
す
る
こ
と
、

第
三
に
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
基

準
額
を
改
定
す
る
こ
と
、

第
四
に
、
外
務
公
務
員
の
研
修
員
手
当
に
つ
い
て
現
行
よ
り
も
低
い
号

を
追
加
す
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
七



本
案
は
、
三
月
九
日
外
務
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
十
日
岡
田
外
務
大
臣

か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
十
二
日
質
疑
を
行
い
、
引
き
続
き
採

決
を
行
い
ま
し
た
結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま

す
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
一
二
日
）

国
際
社
会
に
は
現
在
、
解
決
の
糸
口
が
見
え
な
い
北
朝
鮮
の
拉
致
・
核

・
ミ
サ
イ
ル
問
題
、
イ
ラ
ン
の
核
問
題
、
不
安
定
な
治
安
状
況
が
続
く
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
情
勢
、
ソ
マ
リ
ア
沖
に
お
け
る
海
賊
被
害
の
多
発
な
ど
、

早
期
解
決
が
求
め
ら
れ
る
数
多
く
の
懸
案
が
あ
る
。
ま
た
、
金
融
危
機
後

の
経
済
政
策
、
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
、
核
兵
器
廃
絶
や
気
候
変
動
問
題

へ
の
取
組
、
イ
ラ
ク
復
興
に
対
す
る
援
助
、
ハ
イ
チ
や
チ
リ
で
発
生
し
た

地
震
災
害
の
復
興
支
援
等
に
も
、
国
際
社
会
が
一
致
し
て
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
、
我
が
国
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
国
益

を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
際
社
会
と
の
協
力
・
連
携
の
下
、
こ
れ
ら
諸
問
題
に

毅
然
と
対
応
す
る
外
交
力
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
我
が
国
外
交
を
担

う
外
務
省
の
外
交
体
制
強
化
や
危
機
管
理
体
制
の
改
革
が
強
く
求
め
ら
れ

る
。
他
方
、
国
内
に
お
い
て
は
、
依
然
と
し
て
財
政
事
情
が
厳
し
く
、
経

済
も
苦
境
に
直
面
し
て
お
り
、
在
外
職
員
に
支
給
さ
れ
る
在
勤
手
当
な

ど
、
在
外
公
館
に
係
る
様
々
な
経
費
に
つ
い
て
も
、
国
民
か
ら
厳
し
い
視

線
が
注
が
れ
て
い
る
。
外
交
体
制
強
化
等
へ
の
取
組
に
際
し
て
は
、
こ
う

し
た
国
内
事
情
を
重
く
受
け
止
め
、
国
民
の
声
に
真
摯
に
応
え
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次

の
事
項
に
つ
い
て
検
討
の
上
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一

我
が
国
の
外
交
力
強
化
の
観
点
か
ら
、
外
交
の
最
前
線
基
地
で
あ
る

在
外
公
館
の
重
要
性
に
鑑
み
、
我
が
国
の
国
益
、
相
手
国
と
の
相
互
主

義
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
戦
略
的
に
大
使
館
の
実
館
化
を
進
め
る
こ
と
。

一

在
外
公
館
に
お
い
て
は
、
大
規
模
自
然
災
害
や
犯
罪
・
テ
ロ
等
の
緊

急
事
態
の
際
、
在
外
邦
人
に
対
し
て
迅
速
か
つ
き
め
細
や
か
な
支
援
を

行
え
る
よ
う
、
情
報
の
日
常
的
な
提
供
・
共
有
体
制
等
も
含
め
て
危
機

管
理
体
制
の
機
能
拡
充
に
努
め
る
こ
と
。

一

我
が
国
の
厳
し
い
財
政
事
情
を
厳
粛
に
受
け
と
め
、
在
外
公
館
に
関

わ
る
予
算
の
効
率
性
・
透
明
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
執
行
に
当

た
っ
て
は
、
適
切
な
支
出
が
図
ら
れ
る
よ
う
具
体
的
な
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

一

在
勤
手
当
に
つ
い
て
は
、
各
任
地
の
事
情
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、

民
間
企
業
や
諸
外
国
外
交
官
の
給
与
・
手
当
の
水
準
、
為
替
・
物
価
の

変
動
な
ど
客
観
的
な
基
準
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
全
般
に
わ
た
る

見
直
し
を
行
う
こ
と
。
見
直
し
に
際
し
て
は
、
国
内
の
財
政
事
情
及
び

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
八



外
交
活
動
を
推
進
す
る
上
で
の
必
要
性
の
双
方
を
考
慮
し
、
適
切
な
額

を
算
出
す
る
こ
と
。

一

国
際
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
海
外
渡
航
者
や
在
外
邦
人
の
増

加
に
伴
っ
て
領
事
業
務
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
邦

人
の
活
動
環
境
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
国
民
の
視
点
に
立
っ
た
領
事

サ
ー
ビ
ス
の
不
断
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

一

外
務
省
に
お
い
て
は
、
よ
り
一
層
の
情
報
公
開
と
外
交
機
能
強
化
の

た
め
の
組
織
・
制
度
の
改
革
に
全
力
で
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
を
国
民

に
対
し
て
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
。

一

在
外
公
館
に
お
け
る
監
査
・
査
察
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図
る
こ

と
。右

決
議
す
る
。

三
、
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
二
六
日
）

○
田
中
直
紀
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
在
外
公
館
の
名
称
及
び

位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け

る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
在
ベ
ナ
ン
日
本
国
大
使
館
の
位
置
を
変
更
す
る
こ
と
、

マ
レ
ー
シ
ア
の
在
コ
タ
キ
ナ
バ
ル
日
本
国
総
領
事
館
を
廃
止
す
る
こ
と
、

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
基
準
額
を
改
定

す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
ハ
イ
チ
地
震
後
の
外
務
省
の
現
地
体
制
と

在
外
職
員
の
手
当
の
加
算
、
海
賊
対
処
等
に
伴
う
ジ
ブ
チ
の
外
交
体
制
の

強
化
、
在
外
公
館
増
設
に
対
す
る
新
政
権
の
方
針
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行

わ
れ
ま
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
え
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
八
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し

た
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
二
五
日
）

今
日
、
国
際
情
勢
が
不
透
明
さ
を
増
し
て
い
る
中
、
我
が
国
に
求
め
ら

れ
て
い
る
の
は
、
国
益
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
際
社
会
と
の
協
力
・
連
携
の

下
、
国
際
的
諸
問
題
に
毅
然
と
対
応
す
る
外
交
力
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

も
我
が
国
外
交
を
担
う
外
務
省
の
体
制
強
化
と
危
機
管
理
体
制
の
改
革
が

強
く
求
め
ら
れ
る
。
他
方
、
国
内
に
お
い
て
は
、
依
然
と
し
て
財
政
事
情

が
厳
し
く
、
経
済
も
苦
境
に
直
面
し
て
お
り
、
在
外
職
員
に
支
給
さ
れ
る

在
勤
手
当
な
ど
、
在
外
公
館
に
係
る
様
々
な
経
費
に
つ
い
て
も
、
国
民
か

ら
厳
し
い
視
線
が
注
が
れ
て
い
る
。
外
交
体
制
強
化
等
へ
の
取
組
に
際
し

て
は
、
こ
う
し
た
国
内
事
情
を
重
く
受
け
止
め
、
国
民
の
声
に
真
摯
に
応

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
九



え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
検
討
の
上
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
我
が
国
の
外
交
力
強
化
の
観
点
か
ら
、
外
交
の
最
前
線
基
地
で
あ
る

在
外
公
館
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
我
が
国
の
国
益
、
相
手
国
と
の
相

互
主
義
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
戦
略
的
に
大
使
館
の
実
館
化
を
進
め
る
こ

と
。
あ
わ
せ
て
、
国
際
的
な
影
響
力
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
新
興
諸
国
等

に
お
け
る
我
が
国
の
在
外
公
館
の
体
制
強
化
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
在
外
公
館
に
お
い
て
は
、
大
規
模
自
然
災
害
や
犯
罪
・
テ
ロ
等
の
緊

急
事
態
の
際
、
在
外
邦
人
に
対
し
て
迅
速
か
つ
き
め
細
や
か
な
支
援
を

行
え
る
よ
う
、
情
報
の
日
常
的
な
提
供
・
共
有
体
制
等
も
含
め
て
危
機

管
理
体
制
の
機
能
拡
充
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
我
が
国
の
厳
し
い
財
政
事
情
を
厳
粛
に
受
け
止
め
、
在
外
公
館
に
か

か
わ
る
予
算
の
効
率
性
・
透
明
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
執
行
に

当
た
っ
て
は
、
適
切
な
支
出
が
図
ら
れ
る
よ
う
具
体
的
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

四
、
在
勤
手
当
に
つ
い
て
は
、
各
任
地
の
事
情
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、

民
間
企
業
や
諸
外
国
の
外
交
官
の
給
与
・
手
当
の
水
準
、
為
替
・
物
価

の
変
動
な
ど
客
観
的
な
基
準
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
全
般
に
わ
た

る
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
見
直
し
に
際
し
て
は
、
国
内
の
財
政
事
情
及

び
外
交
活
動
を
推
進
す
る
上
で
の
必
要
性
の
双
方
を
考
慮
し
、
適
切
な

額
を
算
出
す
る
こ
と
。
な
お
、
外
務
省
が
平
成
二
十
二
年
度
に
実
施
す

る
各
地
の
生
計
費
調
査
の
結
果
及
び
そ
の
在
勤
基
本
手
当
等
へ
の
反
映

状
況
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
対
し
て
十
分
な
報
告
を
行
う
こ
と
。

五
、
国
際
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
海
外
渡
航
者
や
在
外
邦
人
の
増

加
に
伴
っ
て
領
事
業
務
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が

み
、
邦
人
の
活
動
環
境
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
国
民
の
視
点
に
立
っ
た

領
事
サ
ー
ビ
ス
の
不
断
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

六
、
外
務
省
に
お
い
て
は
、
よ
り
一
層
の
情
報
公
開
と
外
交
機
能
強
化
の

た
め
の
組
織
・
制
度
の
改
革
に
全
力
で
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
を
国
民

に
対
し
て
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
。

七
、
在
外
公
館
に
お
け
る
監
査
・
査
察
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図
る
こ

と
。

八
、
国
際
機
関
に
お
け
る
幹
部
職
員
を
含
め
邦
人
職
員
の
増
強
に
向
け
て

国
際
社
会
に
通
用
す
る
人
材
の
一
層
の
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
援
助

や
平
和
構
築
な
ど
様
々
な
分
野
に
お
い
て
高
級
幹
部
も
含
め
外
部
の
人

材
の
積
極
的
活
用
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

三
〇


